
■本市の目指すべき将来像

■事業化プロジェクトの概要

『多品種少量の都市近郊型バイオマス産業都市』

～地元で生まれたバイオマスを経済循環サイクルに乗せて暮らしの活力に還元していく～

豊富な森林資源の有効活用による誘客や、学習林を活用した環境教育等の優位性を生かすことによって、既存の考え方

とバイオマス資源の新たな可能性が融合し、地域の“つよさ・かがやき・つながり”を生み出すとともに、

地域が享受すべき効果として種々に波及していくよう基本方針を設定し、目指すべき将来像を実現する。

基本構想編において、バイオマス資源を“木材そのもの”による「製品利用」と“発電等”による
「エネルギー利用」との両軸に据え、市民及び事業者への波及、研究・開発に寄与する活用方法等をまとめ

た「５つの基本方針」を『事業化プロジェクト(Ｐ)」として具現化する。

【方針①】秦野産木材の活用
・・・豊富な木材（Ａ・Ｂ材）の製品利用による、林業の持続可能な好循環サイクルと、体力及び魅力の向上

【方針②】木質未利用材の活用
・・・ＤＩＹ等へのＣ材利用による製品利用と、小規模燃料（薪やチップの製造）の余剰分によるエネルギー
利用の活用

【方針③】再生可能エネルギーの活用
・・・有機物（生ごみ・下水道汚泥・建設廃材等）を原料とするバイオマス発電事業等への民間活力等の積
極的な導入

【方針④】堆肥化（既存事業の拡充）の促進
・・・生ごみの堆肥化、有機肥料の製造・販売、畜産糞便の堆肥化等、自給自足、地産地消体制の構築に
向けた取組の推進

【方針⑤】産学公民連携の推進
・・・バイオマスに関する研究・開発といったイノベーション支援、環境教育の拡充、工作体験や関連施設
の見学といった、新たなアクティビティの確立など、市民及び事業者を問わず環境施策への参画・資質
の向上

【短期】秦野産木材の面的利用促進Ｐ（①②）
…薪利用・流通（単体やほだ木、又は薪ストーブなど）に係る促進支援策を検討するととも
に、「快適な住まいづくり補助金」を拡充することにより、“木とともに過ぎゆく空間”を
創出し、市民のバイオマス利用の機運上昇とシビックプライドの醸成につなげる。

【短中期】表丹沢野外活動Ｃ木質バイオマスボイラー更新Ｐ（②③）

【中長期】木質バイオマス燃料の面的利用拡大Ｐ（①②③）

【中長期】(羽根拠点）木質バイオマス利用設備導入Ｐ（①②③⑤）
…本構想の重要な屋台骨を支えるプロジェクトに位置付けており、秦野産材の利用
を通した波及効果（循環・ふれあい・魅力発見など）や、未利用材のエネルギー利
用（施設内供給）について、拠点整備事業と綿密に連携する。

【短・中長期】下水汚泥等の肥料活用研究Ｐ（④⑤）

【中長期】メタン発酵ガス化発電事業Ｐ（③④⑤）
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